
　１　事業の概要
　　　県と全国農地保有合理化協会が損失補償契約を結ぶことにより、農地中間管理機構（県農業会議）は無利子で資金を借り入れる
　　ことができる。
　　　令和８年度の事業計画は、耕作放棄地の再生面積５haとする。
 
　２　限度額の積算内訳
　　　・借入先　〔（公社）全国農地保有合理化協会〕
　　　　限度額＝11,830千円
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